
○政令指定都市としての新しいまちづくりにふさわしく、区の一体感の醸成が
　図られるものとします。

区名についての
基本的な考え方

○区名は、住所の一部となり、住民の日常生活に密接に関わりを持つものであ
　るため、親しみやすく、愛着の持てるものとします。

○各区の名称は、全市的観点から整合性を考慮したものとします。

募集期間 .募集期間は３週間とする。

○新潟市内にお住まいの方、

○新潟市内に通勤または通学している方、

 （自治会、コミュニティ協議会、地域審議会等の団体を含む)

○漢字、ひらがな、カタカナで表記してください。

　※算用数字やアルファベットは使用しないでください。

○漢字の場合は、必ずふりがなを記入して下さい。

○いずれの区の名称でも応募ができます。

○１通で、1つの区でも、複数の区でも、全部の区でも応募できます。

　その場合、1つの区に対しては、1つの名称としてください。

○郵送（専用ハガキまたは官製はがき）

○ファックス

○Ｅメール

○市役所本庁舎，支所，地区事務所，連絡所へ持参（募集専用箱設置）

(1)　区名（漢字の場合はふりがなを記入して下さい）

(2)　市内に　□在住　□通勤　□通学　□団体（チェックして下さい）

(3)　住所

(4)　氏名(団体名)

(5)　年齢（□19以下 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70以上）

○応募された名称は行政区画審議会において、各区の候補を数点選出し、
　あらためて区名意向調査を実施する予定です。

○各区の候補の選出にあたっては、応募数の多寡は審議の参考となりますが、
　必ずしも多いものが、採用されるわけではありません。

○お寄せいただいた個人情報は、区名案募集の目的以外に使用いたしません。

　※区名選定に関し、ご意見やお考え等がございましたら、ご自由にお寄せください。

応募方法

記載事項

その他

新潟市区名案募集要領(案)

募集対象者

応募の際の留意事項

応募上の注意点
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